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健
康
保
険

に
加
入
し
た
と
き

　

　
社
会
保
険
な
ど
他
の
健
康
保
険

に
加
入
し
た
と
き
は
、
国
民
健
康

保
険
の
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

　

社
会
保
険
の
被
保
険
者
証
が

交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
使
用
す
る

と
、
町
が
負
担
し
た
医
療
費
を
返

還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
必
ず
資
格
喪
失
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●�

他
の
健
康
保
険
か
ら
交
付
さ
れ

た
被
保
険
者
証

●��

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

●�

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が

確
認
で
き
る
も
の

修
学
の
た
め
、
家
族
と
離
れ
て

他
の
市
区
町
村
に
住
む
と
き
　

　

修
学
の
た
め
、
他
の
市
区
町
村

へ
転
出
す
る
方
は
、
届
出
に
よ
り

横
芝
光
町
の
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
す
で
に
在
学
さ
れ
て

い
る
方
も
含
め
て
、
毎
年
被
保
険

者
証
の
交
付
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●��

在
学
証
明
書（
4
月
1
日
以
降

に
発
行
さ
れ
た
も
の
）

●��

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が

確
認
で
き
る
も
の

※�

学
校
を
卒
業
後
に
他
の
保
険
に

加
入
し
た
と
き
は
、
資
格
喪
失

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

被
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再
発
行

　

被
保
険
者
証
を
紛
失
し
た
り
、

誤
っ
て
破
い
た
り
し
て
し
ま
っ
た

と
き
は
、
被
保
険
者
証
を
再
発
行

で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●�

本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●��

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が

確
認
で
き
る
も
の

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

　
国
民
健
康
保
険
税
は
、
4
月
か

ら
翌
年
3
月
ま
で
の
1
年
分
を
8

期
に
分
け
て
納
付
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ

る
と
、『
短
期
被
保
険
者
証
』（
有

効
期
限
が
3
か
月
以
内
の
も
の
）が

交
付
さ
れ
、
納
期
限
か
ら
1
年
を

過
ぎ
て
も
未
納
が
あ
る
場
合
は
、

被
保
険
者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ

き
、『
被
保
険
者
資
格
証
明
書
』（
医

療
費
は
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
）

が
交
付
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督

促
状
が
送
付
さ
れ
る
ほ
か
、
延
滞

金
の
納
付
義
務
が
生
じ
、
法
令
に

基
づ
く
滞
納
処
分
を
受
け
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
早
目
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費
支
給
申
請
の
お
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

　
1
か
月（
月
の
初
め
か
ら
終
わ
り

ま
で
）の
医
療
費（
保
険
適
用
と
な

る
費
用
で
、
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ

ド
代
な
ど
の
自
費
分
は
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。）が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

そ
の
超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と

し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
診
療
を
受

け
た
月
の
お
お
よ
そ
2
か
月
後
に

住
民
課
国
保
年
金
班
か
ら
高
額
療

養
費
支
給
申
請
の
お
知
ら
せ
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
通
知
が
届
き
ま

し
た
ら
、
忘
れ
ず
に
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

知
っ
て
お
き
た
い

国
民
健
康
保
険

申問環境防災課環境班　☎84-1216
　　（横芝地域）山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係
　　☎0475-54-0531
　　（光地域）東総衛生組合事務局　☎62-0794

問
●
制
度
に
関
す
る
こ
と
　
住
民
課
国
保
年
金
班
　
☎（
84
）1
2
1
4

　
●
納
税
に
関
す
る
こ
と
　
税
務
課
収
納
対
策
班
　
☎（
84
）1
2
1
2

　引っ越しなどにより、くみ取り式トイレの利用に変更が
あるときは、手続きが必要です。
　住民票の転入・転出・転居の届け出だけでは、自動的
に加入や取り消しとはなりませんので、必ず手続きをして
ください。
申請場所　環境防災課環境班
※ 加入手続きを忘れると、申請後にくみ取り作業の手配と

なるため、初回の作業までに日数がかかります。また、
取り消しをしないと引っ越し後も今までどおりくみ取り
が行われ、料金が発生する場合があります。

※光地域の方は、申請時に印鑑が必要です。

し尿のくみ取り
引っ越しの際には手続きを忘れずに

　し尿処理手数料の納付は、便利・安心・確実な口座振
替をご利用ください。
　口座振替は、一度申し込み手続きを行うことで、以降は
指定の口座から自動的に引き落としされます。納期ごとに
金融機関の窓口に出向く必要がなくなり、つい、うっかり
納付し忘れを防ぎます。
問（横芝地域）山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係
　☎0475-54-0531
　（光地域）東総衛生組合事務局　☎62-0794

し尿処理手数料の納付は便利な
口座振替で

掲載期間　4月1日～令和7年3月31日
　　　　　※1か月単位で最長12か月まで掲載可能
掲載位置　トップページ
申込時期　随時
申問総務課秘書広報班　☎84-1211

「町公式ホームページ」に有料広告を掲載しませんか
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